
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

○制度の概要  亀岡のために「まちの課題を解決したい」「ひとを育てたい」などの思いを

持って活動している人や団体の活動を支えるための制度です。市民の活動を

市民の寄附金によって支えることで、亀岡をよりよくするためのまちづくり

を推進します。 

        ※詳しい概要等は亀岡市 HPに資料を掲載しています。不明なことがあれば

お気軽に下記問い合わせ先までお問い合わせください。 

○応募資格  ・亀岡のまちづくりに興味がある人 

        ・本制度の運営に積極的に携わってくださる人 

        ・自発的に行動できる人 

○募集人数   若干名        

○任  期   委嘱の日から最低１年間 

○会議の頻度  ２カ月に１回程度 (予定) 

○報  酬   無報酬  

○応募方法   所定の応募用紙に必要事項を記入の上、持参または郵送、ファックス、電子

メールで下記まで応募してください。 

         ※応募用紙は亀岡市のホームページからも取り出せます。 

○応募期間   １１月３０日（水）必着 

○選考の方法  提出していただいた書類をもとに面接を行います。 

          ※面接の実施については１２月上旬を予定しておりますが、 

詳しい日時については改めてご連絡いたします。 

あて先     〒621-8501（住所不要)  亀岡市役所 市民力推進課 

問い合わせ  ＴＥＬ２５－５００２、ＦＡＸ２２－６３７２ 

        電子メール syougai-gakusyu@city.kameoka.kyoto.jp 

 

「(仮称)亀岡まちづくり・ひとづくり基金」は、亀岡をもっと住みやすくもっと活気のあ

るまちにするための寄附制度です。「まちのため」「ひとのため」の活動を市民が支えてい

く仕組みを作ろうと、市民と行政が協力して立ち上げました。 

 この基金をよりよく運営するための運営委員を募集します。興味のある方、一緒に亀岡

のまちづくりについて考えてみませんか？ 


